山鹿市環境審議会委員　募集要項

山鹿市の環境保全施策に広く市民の意見を取り入れるため、山鹿市環境基本条例第１４条に定める山鹿市環境審議会の委員のうち、山鹿市附属機関に関する規則第２条第１項に定める市民代表委員の公募を行います。

１　環境審議会委員の概要

（１）環境審議会の業務内容

　市長の求めに応じて主要な市の環境施策について調査審議いただきます。

（２）会議開催数

　　　　年２回程度
（３）任期

　　　　令和８年４月１日から令和１０年３月３１日（２年間）
（４）報酬

　　　　審議会に出席いただいた際に、市の規定による報酬を支給します。

２　募集について

（１）募集人数
　　　　３人程度

（２）応募要件

　　　　・山鹿市内在住・在学・在勤の18歳以上の人

　　　　・国、県、市議会議員、市職員でない人

　・年２回程度の会議に出席できる人

（３）応募方法

　①応募申込書（別紙）

　　　　②履歴書（市販の履歴書で可）
※上記２つの書類に必要事項記載のうえ、山鹿市市民部環境課に提出
して下さい。

なお、応募書類はご返却いたしませんのでご了承ください。
（４）応募期限

　　令和８年３月２7日（金）必着　
（５）選考・選考結果
　　　　応募書類により選考を行います。また選考結果については各応募者に通知します。
【問い合わせ先】
〒861-0553　山鹿市石416番地　　山鹿市環境センター内
山鹿市市民部環境課環境政策係　

TEL：0968-43-7211　　FAX：0968-41-8687 
e-mail：kankyoh@city.yamaga.kumamoto.jp
